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1 扶養控除（『扶養控除等申告書』を提出）
　扶養控除の対象（控除対象扶養親族）となるのは、あなたと
生計を一にする年齢16歳以上の親族（里子や養護老人を含み、
配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色
事業専従者を除きます。以下同じです。）のうち、合計所得金額
が48万円（給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103
万円）以下の人です。

控除の種類 控除額

扶養
控除

一般の控除対象扶養親族 ３８万円
特 定 扶 養 親 族 ６３万円
老 人 扶 養 親 族 ４８万円

同 居 老 親 等 ５８万円
（注１） 　特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢１９歳以上２３歳未

満（平成１０年１月２日～平成１４年１月１日生）の人をいいます。
（注２） 　老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢７０歳以上（昭和

２６年１月１日以前生）の人をいいます。

2 障害者控除、勤労学生控除（『扶養控除等申告書』
を提出）

控除の種類 控除額
障害者控除
本人

同一生計配偶者
扶養親族

一般の障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

勤労学生控除（本人のみ） 27万円
（注１） 　同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者（青色事業専従 

者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、
合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

（注２） 　扶養親族とは、あなたと生計を一にする親族で、合計所得金額が48
万円以下の人をいいます。

（注３） 　勤労学生控除は、勤労による所得を有する一定の要件を満たす学生又
は生徒で、その合計所得金額が75万円（給与所得だけの場合は、給
与の収入金額が130万円）以下で、かつ、合計所得金額のうち給与
所得等以外の所得が10万円以下の場合に適用されます。

３ 寡婦控除、ひとり親控除（『扶養控除等申告書』を提出）
控除の種類 控除額

寡婦控除 ２７万円
ひとり親控除 ３５万円

（注１） 　「寡婦」とは、夫と離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有
すること、合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻
関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全てを満たす
人、又は、夫と死別した後婚姻をしていない人若しくは夫の生死の明
らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であること及び事実
上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全ての
要件を満たす人をいいます（「ひとり親」に該当する人を除きます。）。

（注２） 　「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明ら
かでない人で、生計を一にする子（他の人の同一生計配偶者又は扶養
親族とされている人を除き、その年分の所得金額の合計額が48万円
以下の子に限ります。）を有すること、合計所得金額が 500 万円以
下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人
がいないことの全ての要件を満たす人をいいます。

４ 配偶者控除、配偶者特別控除（『配偶者控除等申告
書』を提出）

● 配偶者控除
　あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が
48万円以下である生計を一にする配偶者（同一生計配偶者）を
有する場合に適用されます。控除額は、あなたの合計所得金額に
応じて最高38万円（配偶者が老人控除対象配偶者の場合は、最
高48万円）となります。
（注） 　老人控除対象配偶者とは年齢70歳以上（昭和26年１月１日以前生）

の人をいいます。
● 配偶者特別控除
　あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が
48万円超133万円以下である生計を一にする配偶者を有する
場合に適用されます。控除額は、あなた及び配偶者の合計所得
金額に応じて最高38万円となります。

５ 各種の保険料控除（『保険料控除申告書』を提出）
控除の種類 控除額
社会保険料控除 支払った保険料の全額
小規模企業共済等
掛 金 控 除 支払った掛金の全額

生命保険料控除

保 険 等 の 種 類 旧契約 新契約 両方がある場合
一般の生命保険料 最高５万円 最高４万円 最高４万円
個人年金保険料 最高５万円 最高４万円 最高４万円
介護医療保険料 － 最高４万円 －
合計適用限度額 最高１２万円

地震保険料控除

地 震 保 険 料
の み の 場 合 最高５万円
旧長期損害保険料
の み の 場 合 最高１万５千円
両方がある場合 最高５万円

（注） 　旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等をいい、
新契約とは、平成24年１月１日以後に締結した保険契約等をいいます。

６ 所得金額調整控除（『所得金額調整控除申告書』を
提出）

　年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える
場合で、あなたが特別障害者に該当する場合又は年齢23歳未
満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別
障害者である扶養親族を有する場合に、最大15万円が給与所
得の金額から控除されます。

７ 基礎控除（『基礎控除申告書』を提出）
あなたの合計所得金額 控除額

 ２，４００万円以下 ４８万円
　２，４００万円超 ２，４５０万円以下 ３２万円
　２，４５０万円超 ２，５００万円以下 １６万円

８ 住宅借入金等特別控除（『住宅借入金等特別控除申
告書』を提出）

　昨年までに住宅借入金等特別控除の適用を受ける確定申告書
を提出している場合で、一定の住宅借入金等を有するときは、
一定の金額が税額から控除されます。

各種控除について（給与所得者用）
年末調整では、勤務先に『各種申告書』を提出することで、いろいろな控除が受けられます。

〇　「基礎控除」の適用を受けるためには『基礎控除申告書』を提出する必要があります。

〇　「寡婦（寡夫）控除」の適用要件の改正などが行われ、新たに「ひとり親控除」が創設されました。これにより、年末調整の際に

『扶養控除等申告書』の提出が必要となる場合があります。

〇　「所得金額調整控除」が創設され、この適用を受けるためには『所得金額調整控除申告書』を提出する必要があります。

【昨年から変わっています！！】

※　上記の「寡婦控除」及び「ひとり親控除」は、令和２年度税制改正により、
本年の年末調整から適用されます。
 　このため、次のような場合には、その旨を『扶養控除等申告書』に記
載して提出する必要があります。
①　本年の年末調整において新たに「ひとり親」に該当することとなる場合
（「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当する旨の『扶養控除等申告書』を提出
していた人が「ひとり親」に該当する場合を除きます。）
②　既に勤務先に提出している『扶養控除等申告書』に「寡婦」、「寡夫」又
は「特別の寡婦」に該当する旨の記載があり、本年の年末調整において上
記の「寡婦」又は「ひとり親」に該当しない場合


